
　本年度の健康者表彰は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、一度も保険給
付を受けられなかった世帯に対して10月1日現在で被保険者資格のある方を対象に選定しました。
　選定の結果、4,342名が該当されました。該当者の皆様には記念品をお贈りいたしました。
　表彰を受けられました方々をはじめとして皆様方には、なお一層健康づくりにつとめられ、
充実した毎日を過ごされますよう心からお祈り申し上げます。

●業務上の負傷等に対する健康保険の給付について Q A&&
効果・安全性に違いはないですか？

薬事法に基づいた検査により、新薬と同等の安全性と効果があることが厚生労働省によって承認されなければ、ジェネリッ
ク医薬品として製造・販売はできません。

Q
A 効果と安全性を確かめるためにしっかりと検査されています。

勝手に変更して大丈夫でしょうか？

治療上の理由などでジェネリックに変更できない場合もあります。調剤する薬剤師は処方せんでそれがわかります。

Q
A 変更できる・変更できないは処方せんに記載されています。

どのお薬も変更できますか？

薬局によって対応できる在庫がないことがあります。また、特許期間中の薬で、
ジェネリック医薬品がまだ製造・販売されていない場合もあります。

在庫がないなどの理由で変更できないこともあります。
Q
A

薬局選びのコツは？

日頃からジェネリック医薬品の処方に積極的な薬局を調べておくことが大切です。
薬局選びの目印は、「ジェネリック医薬品推奨マーク」。ジェネリック医薬品の在庫が豊富で、
相談にも親切に対応してもらえます。「かかりつけ薬局」も日頃から決めておきましょう。

「ジェネリック医薬品推奨マーク」が目印になります。
Q
A

ジェネリック医薬品についての情報を知りたいのですが？

かんじゃさんの薬箱　http://www.generic.gr.jp/
ジェネリック医薬品の検索や積極的に処方を行っている全国の医療機関や薬局を調べることができます。
日本ジェネリック製薬協会　http://www.jga.gr.jp/
ジェネリック医薬品に切り替えた場合の差額を簡単に計算できる「かんたん差額計算」が公開されています。

ジェネリック医薬品の情報が集められているサイトをご紹介します。
Q
A

教えて！
ジェネリック
教えて！
ジェネリック

G

G

ジェネリックを
使いましょう！

健康者表彰

　これまで、業務上の負傷等は労災保険、業務外の負傷等は健康保険の給付を行ってきました。

しかし、どちらの保険制度からも給付が受けられないケースに対応するため、広く医療を保障す

る観点から、業務上の負傷等であっても労災保険の給付を受けられない場合には、健康保険の給

付が受けられることになりました。ただし、法人役員である場合、業務に起因する負傷等はこれ

までどおり健康保険から給付することはできません。（注）

■労災保険における業務災害、通勤災害については労災保険の給付が優先します。業務上、通勤途上
での負傷等については、まず労災保険へ請求してください。

■労災保険における審査の結果、業務外であることを理由に不支給となった場合、原則として健康保
険の給付対象となります。その際、健康保険組合から事業所ご担当者を通じご本人に審査結果を確
認させていただきますので、不支給決定通知の写しの提出などのご協力をお願いいたします。

泫　被保険者数が５人未満である適用事業所の法人役員であり、一般従業員の業務と同一の業務
を遂行している場合、その業務に起因する負傷等に対しては、健康保険の給付を行います。

被保険者が副業で行う請負業務、または被扶養者の請負業
務（シルバー人材センター等）中に負傷した場合や、学生
の職業体験制度中に負傷した場合など、健康保険と労災保
険のどちらからも給付を受けられない場合がありました。

健康保険法の一部が
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